
令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金交付要綱

（目的）

第１条　町長は、創業支援等事業計画に沿った白鷹町の地域資源の活用及び雇用機会の拡大、町内経済の活性化に資するため、新たな事業経営の開始及び事業の多角化を図る者を支援することを目的に、白鷹町補助金等の適正化に関する規則（昭和５２年規則第５号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）空き店舗　事業の用に供されていない空き状態の店舗（事務所、倉庫棟、工場など）をいう。
（２）空き家　白鷹町空き家バンクに登録のある物件又は補助事業者が売買又は賃貸借契約を締結する時点において空き家バンク登録要件を満たしている物件をいう。
（３）特定創業支援事業の証明が発行された者　１ヶ月以上にわたり４回以上、経営・財務・人材育成・販路開拓などが身に付く講義を受講し、白鷹町から証明書が発行されたものをいう。
（４）機械器具　汎用性のあるものを除く事業に直接使用するもので、消費税及び地方消費税を除く単価が１万円以上のものをいう。
（５）創業日　個人事業主の場合にあっては税務署に提出した開業届に記載した開業日、法人の場合にあっては法人設立の日をいう。ただし、開店日等営業を開始した日を証明できる場合においては、当該営業を開始した日とする。
（補助対象事業）
第３条　補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
（１）創業支援事業

（２）事業多角化支援事業
（補助事業の対象者）
第４条　この要綱において補助金を受けることができる者は、白鷹町に居住する個人（実績報告時までに町内に移住する者を含む。）又は白鷹町内に事業所を有する法人で各号の要件を満たす者とする。

（１）白鷹町内に事業所を設置し、創業又は事業の多角化をする者（創業の場合にあっては、創業日から交付申請時点において１年以内の者を含む。）であること
（２）概ね５年以上の継続が見込まれる事業であること
（３）申請時において、創業又は多角化をする者の年齢が満２０歳以上であること
（４）創業支援事業については、交付申請前に、創業計画について白鷹町商工会の指導を受けていること
（５）国、県、町及び他の団体等から同一の事業対象について補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと（ただし、融資にかかる利子・保証料にかかる補助金等を除く。）
（６）公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行うものでないこと

（７）白鷹町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと
（補助対象経費及び補助金の額等）

第５条　補助金の補助対象経費及び補助金の額は、別表１のとおりとする。
２　算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
３　本補助金の交付は、同一の補助対象者につき、１回限りとする。

（交付申請）

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

（１）事業計画書（別紙１）

（２）収支予算書（別紙２）

（３）その他町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）

第７条　町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付決定を行い、規則第７条の規定により申請者に通知するものとする。

２　町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項について修正又は条件を附すことができ、その内容及び条件を添えて申請者に通知するものとする。
（事前着手）
第８条　補助金の交付決定前に発注等を行い事前着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着手する場合において、あらかじめ事業計画協議書及び交付決定前着手届（様式第２号）を町長に提出し次項の通知を受けた場合又は、事業計画協議書及び交付決定前着手届の提出が困難であるやむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りでない。
２　町長は、前項の規定による事業計画協議書及び交付決定前着手届の提出があったときは、その内容を審査し、適合と認めるときは事業計画協議書及び交付決定前着手届受領通知書（様式第３号）により通知するものとする。
（計画変更の承認）

第９条　規則第６条に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

　（１）補助対象経費の３割以内の増減

（２）補助目的の達成に関係しない程度の事業計画細部の変更
２　補助事業者は、補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書（様式第４号）を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、併せて補助金の変更交付を申請しようとする場合は、事業計画変更承認及び変更交付申請書（様式第５号）を提出するものとする。

（実績報告）

第１０条　補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して１４日を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の３月１６日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

（１）事業成績書（別紙１）

（２）収支決算書（別紙２）

（３）その他町長が必要と認める書類
（帳簿類の整備）

第１１条 補助事業者は、補助金に係る経理については、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５箇年間保存しなければならない。
（その他）

第１２条　その他必要な事項については、町長が別に定める。

附　則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

（別表１）
	事業区分
	補助対象経費
	補助率
	補助上限額

	１　創業支援事業
	施設整備費、機械器具購入費、ソフトウェア購入費（汎用品除く）、広告宣伝費（チラシ、ウェブサイト作成費等）、研修費（経営に必要なスキルを習得するための別表２掲げる経費）
※消費税等の税や振込手数料を除く。
	（１）経営に関する
　講義を受講し、特
定創業支援事業
の証明が発行さ
れた者
ア　創業前
３分の２
　イ　創業後
　　　　２分の１

（２）（１）以外の者
ア　創業前
２分の１
　イ　創業後
　　　　３分の１
	基本額５０万円
ただし、創業前に交付申請する場合において、次の各号に該当する場合は、各号に定める額を基本額に加算した額を補助上限額とする。
（１）空き店舗・空き家
加算　　　　３０万円
（２）若者加算（４０歳未満）　　　　２０万円
（３）移住者加算（白鷹町に転入後３年未満）
　３０万円
※　若者加算及び移住者加算の要件は、交付申請日（事業計画協議があった場合にあっては、当該協議申込日）を基準とする。

	２　事業多角化支援事業
	
	３分の１

	基本額５０万円


（別表２）
	交通費
	鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、有料道路料金、車賃（走行距離の１km未満を切り捨て１kmあたり３７円）

	受講料等
	経営・財務・人材育成・販路開拓・資格取得など、創業支援事業又は事業多角化支援事業に関する受講案内等で定められている研修受講料・教科書代等


様式第１号

　　　　令和　　年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　殿

申請者　住所

氏名又は名称及び代表者名

　　　　　　　　　（署名又は記名押印）　　　
令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金交付申請書

　令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金について、白鷹町補助金等の適正化に関する規則第４条及び令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１　補助対象経費及び補助金交付申請額　　
	事業区分
	補助対象経費
	補助金交付申請額

	創業支援事業
　　　・
事業多角化支援事業
	　　　　　　　　
円
	　　　　　　　　
円


　　※事業区分は、該当する方を〇で囲んでください。
２　添付書類　　　

（１）事業計画書（別紙１）

（２）収支予算書（別紙２）
（３）事業内容及び経費がわかる書類（カタログや設計図、見積書等）
（４）（空き店舗・空き家加算該当者のみ）加算要件を満たすことを証する書類
（５）（若者加算該当者のみ）申請者の年齢を証する書類

（６）（移住者加算該当者かつ移住済みの者のみ）白鷹町に転入した日を証する　書類
　　　※交付申請後に町内に移住する場合は、実績報告時に添付すること。

（７）その他の書類

様式第１号（第６号）の別紙１
事業計画（成績）書

	１.申請者
氏名
	
	年　齢
	歳

	事業所名
（屋号）
	
	創業日
	年　月　日

	
	
	転入日
	年　月　日

	　電話番号
	

	２.事業名
	（１）創業支援事業　　　　　※該当する方を〇で囲んでください。
（２）事業多角化支援事業　　　　　

	３.業種
	
	主な商品・製品
サービス等
	

	４.事業目的
	

	５．事業内容
	

	６.補助対象経費
	円
	うち補助金額
	円

	７.事業期間
	令和　年　　月　　日
	～　
	令和　年　　月　　日

	８．事業効果
	※期待できる事業効果を記載してください。

	９．摘要
	特定創業支援事業の証明書　　　　有　・　無
空き家、空き店舗等の利用　　　　有　・　無
若者（４０歳未満）　　　　　　　該当　・　非該当
移住者加算（転入から３年以内）　該当　・　非該当

	町記入欄
	適用補助率
	　　　　
	適用補助
上限額
	　　　　万円


注　交付申請書の場合は冒頭の「（第６号）」及び「（成績）」を、実績報告書の場合は冒頭の「第１号」及び「計画」を抹消して使用すること。

様式第１号（第６号）の別紙２
収支予算（決算）書

事業名：（１）創業支援事業
（２）事業多角化支援事業　　　　　　申請者名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　※該当する方を〇で囲んでください。
１.収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	項　　　　目
	金　　　　額
	摘要（収入の内容、積算根拠等）

	町補助金
	
	

	自己資金
	
	

	計
	
	


２.支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	項　　　　目
	金　　　　額
	摘要（支出の内容、積算根拠等）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計
	
	


注　交付申請書の場合は冒頭の「（第６号）」及び「（決算）」を、実績報告書の場合は冒頭の「第１号」及び「予算」を抹消して使用すること。
注　金額は、消費税を除いた額を記入すること。

注　補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること。
様式第２号
令和　　年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　殿

申請者　住所

氏名又は名称及び代表者名

（署名又は記名押印）　　　

令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金事業計画協議書及び交付決定前着手届
　令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金について、下記のとおり事業計画協議するとともに、別記条件を了承の上、交付決定前に着手することとしたので、届出します。

記

１　補助対象経費及び事業計画協議額
	事業区分
	補助対象経費
	事業計画協議額

	創業支援事業
　　　・
事業多角化支援事業
	　　　　　　　　

円
	　　　　　　　　
円


　　※事業区分は、該当する方を〇で囲んでください。

２　着手予定日
３　事業終了予定日

４　交付決定前に実施する必要がある理由
【添付書類】　　

（１）事業計画書（別紙１）

（２）収支予算書（別紙２）
（３）事業内容及び経費がわかる書類（カタログや設計図、見積書等）
（４）（空き店舗・空き家加算該当者のみ）加算要件を満たすことを証する書類
（５）（若者加算該当者のみ）申請者の年齢を証する書類

（６）（移住者加算該当者かつ移住済みの者のみ）白鷹町に転入した日を証する　書類
　　　※交付申請後に町内に移住する場合は、実績報告時に添付すること。

（７）その他の書類

別記条件

１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担するものとする。
２　交付決定を受けた交付金額が、事業計画協議額に達しない場合においても異議がないこと。
３　着手から交付決定を受けるまでの期間においては、計画変更を行う場合は別途協議すること。

様式第３号
白商発第　　　　号 
令和　年　月　　日
　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鷹町長　

令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金事業計画協議書及び交付決定前着手届
受領通知書

令和　年　月　日付けで提出のあった、令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金事業計画協議書及び交付決定前着手届について、本補助金交付要綱の主旨に合致しているものと認め、受領したので通知する。

　なお、令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金事業計画協議書及び交付決定前着手届記載の別記条件について留意すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
別記条件

１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担するものとする。
２　交付決定を受けた交付金額が、事業計画協議額に達しない場合においても異議がないこと。
３　着手から交付決定を受けるまでの期間においては、計画変更を行う場合は別途協議すること。

様式第４号

令和　　年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び代表者名

（署名又は記名押印）　　　　
令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金に係る補助事業の計画変更承認申請書

　　　年　　月　　日付け指令第　　　号で交付決定のあった上記補助金について、下記のとおり変更したいので、令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金交付要綱第９条第２項の規定により、承認を申請します。

記

１　変更の内容

２　変更の理由

（備考）変更の内容を証明する書類を添付すること。
様式第５号

　　年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　殿

申請者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び代表者名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （署名又は記名押印）

令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金に係る事業計画変更承認及び
変更交付申請書
　令和　年　月　日付け指令第　　　号で交付決定のあった標記補助金について、補助金　　　　　円を変更交付されるよう、令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金交付要
綱第９条第２項の規定により、申請します。

記
１　補助対象経費及び補助金交付申請額　　　　
	事業区分
	補助対象経費
	補助金交付申請額

	創業支援事業
　　　・
事業多角化支援事業
	　　　　　　　　
円
	　　　　　　　　
円


　　※変更前の金額を括弧書きで上段に記載し、変更後の金額を下段に記載すること。

　
２　変更の内容

３　変更の理由

４　添付書類　　

（１）事業計画書
（２）収支予算書

（３）その他の書類
※交付申請時に提出した書類に変更がある場合当該変更にかかる書類を提出すること。

※（１）及び（２）は様式第１号に準じて作成し、変更前と変更後が対比できるよう、変更前の内容を括弧書きで記載等すること。

様式第６号

　　令和　　年　　月　　日

白鷹町長　　　　　　　　　　　殿

申請者　住所

　　　　氏名又は名称及び代表者名

（署名又は記名押印）　　　　　
令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金実績報告書

　　　年　　月　　日付け指令第　　号で交付決定のあった上記補助金について、白鷹町補助金等の適正化に関する規則第１３条及び令和８年度白鷹町創業支援事業等補助金交付要綱第１０条の規定により、関係書類を添えて下記のとおりその実績を報告します。

記

１　補助対象経費及び補助金実績額　　
	事業区分
	補助対象経費
	補助金実績額

	創業支援事業
　　　・
事業多角化支援事業
	　　　　　　　　
円
	　　　　　　　　
円


２　添付書類　　　

（１）事業成績書（別紙１）

（２）収支決算書（別紙２）
（３）事業内容及び経費を証明する書類（写真、領収書等）
（４）（創業の場合のみ）法人の場合：履歴事項全部証明書の写し
個人の場合：税務署に提出した開業届の写し
　（５）その他の書類
